
日 薬 業 発 第 49 号 

令 和 ８ 年 ５ 月 １ 日        

 

都道府県薬剤師会会長 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

会 長  岩 月  進 
 （ 会 長 印 省 略 ） 

 

電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が 

定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して 

厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格等について 

 

標記について、厚生労働省保険局長ほかより別添のとおり通知及び連絡があり

ましたのでお知らせいたします。 

本件は、令和８年度診療報酬改定に伴い、電子情報処理組織の使用による費用

の請求等について、オンライン請求等に係る記録条件仕様を一部改正したことに

関するものです。また、保険者へ請求する診療（調剤）報酬明細書等の仕様の取

り扱いについても改正されています。 

取り急ぎお知らせいたしますので、宜しくお取り計らいくださいますようお願

い申し上げます。 

 

別添１.電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定め

る事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労

働大臣が定める事項、方式及び規格について 

   （令和８年４月 27日付・保発 0427 第４号） 

別添２.保険者へ請求する診療（調剤）報酬明細書情報等の仕様について 

   （令和８年４月 27日付・事務連絡 厚生労働省保険局医療介護連携政策課

保険データ企画室長） 
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